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議案第４８号 

   令和７年度宝塚市一般会計補正予算（第２号） 

 令和７年度宝塚市の一般会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条  歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ709,069千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

94,824,404千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予

算補正」による。 

 （繰越明許費） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経

費は「第２表 繰越明許費」による。  

 （債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」による。  

（地方債の補正） 

第４条 地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。 

 

令和７年（２０２５年）５月１６日提出 

 

 

                                      宝塚市長 森 臨太郎 
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第２表　繰越明許費

（単位　千円）

款 金　 　額

8 土木費 2 道路橋りょう費

項 事　 　業　 　名

道路維持事業 150,000
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第３ 補

000

正

公共施設（建築物）包括管理業務委託料 令和8年度～令和12年度 2,692,603

障碍(がい)者施策長期推

事

進計画及び障害福祉計

　

画等策定業務委
託料

令

表

和8年度 5,310

都市計画道路荒地西山線（千種工区）設計等業務委託料 令和8年度 31,000

道路補修等作業用車

　

両購入費 令和8年度 6

項

,302

　

期

財務会

　

計システム改修手数料 令和8年度 2,310

債

　間 限　 　度

務

　 　額

（単位

負

　千円） 追  加

担
－ 8 －

花屋敷グラ

行

ウンド周辺整備用地買

為

収費 令和8年度 70,



第４表　地方債補正

　  変　　更 （単位：千円）

限　度　額 起債の方法 利　   率 償　還　の　方　法 限　度　額 起債の方法 利　   率 償　還　の　方　法

道路橋りょう整備事業債 607,100 722,100

河川整備事業債 36,300 41,800

公園整備事業債 258,000 258,900

防災施設整備事業債 50,100 55,000

小学校施設整備事業債 2,120,500 1,259,700

中学校施設整備事業債 1,085,100 716,700

特別支援学校施設整備事業債 143,200 15,800

公民館整備事業債 294,000 279,000

　　借入れの日の翌日から据置期
  間を含め、30年以内に半年賦元
  利均等その他の方法により償還
  する。なお、借入先の融通条件
  に変更があるときは、これに従
  うことができる。ただし、財政
  の都合により繰上償還を行い、
  償還年限を短縮し、又は低利債
  に借換えをすることができる。

起　債　の　目　的
補　　正　　前 補　　正　　後

　普通貸借
　　又は
　証券発行
（他の地方
　公共団体
　との共同
　発行を含
　む）

　　　年5.0%以内
（ただし、利率見直し
　方式で借り入れる資
　金について、利率の
　見直しを行った後に
　おいては、当該見直
　し後の利率）

　　借入れの日の翌日から据置期
  間を含め、30年以内に半年賦元
  利均等その他の方法により償還
  する。なお、借入先の融通条件
  に変更があるときは、これに従
  うことができる。ただし、財政
  の都合により繰上償還を行い、
  償還年限を短縮し、又は低利債
  に借換えをすることができる。

　普通貸借
　　又は
　証券発行
（他の地方
　公共団体
　との共同
　発行を含
　む）

　　　年5.0%以内
（ただし、利率見直し
　方式で借り入れる資
　金について、利率の
　見直しを行った後に
　おいては、当該見直
　し後の利率）
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議案第４９号 

   令和７年度宝塚市特別会計国民健康保険事業費補正予算（第１号） 

 令和７年度宝塚市の特別会計国民健康保険事業費の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,564千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

21,396,936千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予

算補正」による。 

 

  令和７年（２０２５年）５月１６日提出 

 

 

                                      宝塚市長 森 臨太郎
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令和７年度 

宝塚市特別会計 

国民健康保険診療施設費補正予算 

（第１号） 
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議案第５０号 

   令和７年度宝塚市特別会計国民健康保険診療施設費補正予算（第１号） 

 令和７年度宝塚市の特別会計国民健康保険診療施設費の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （債務負担行為） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間

及び限度額は、「第１表 債務負担行為」による。  

 

  令和７年（２０２５年）５月１６日提出 

 

 

                                      宝塚市長 森 臨太郎 
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議案第５１号 

   令和７年度宝塚市特別会計介護保険事業費補正予算（第１号） 

 令和７年度宝塚市の特別会計介護保険事業費の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ482千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

23,965,918千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予

算補正」による。 

 

  令和７年（２０２５年）５月１６日提出 

 

 

                                      宝塚市長 森 臨太郎 
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議案第５２号 

   令和７年度宝塚市特別会計後期高齢者医療事業費補正予算（第１号） 

 令和７年度宝塚市の特別会計後期高齢者医療事業費の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ180千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

5,588,120千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予

算補正」による。 

 

  令和７年（２０２５年）５月１６日提出 

 

 

                                      宝塚市長 森 臨太郎 
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令和７年度 

宝塚市特別会計 

宝塚市営霊園事業費補正予算 

（第１号） 
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議案５３号 

   令和７年度宝塚市特別会計宝塚市営霊園事業費補正予算（第１号） 

 令和７年度宝塚市の特別会計宝塚市営霊園事業費の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （債務負担行為） 

第１条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間 

及び限度額は、「第１表 債務負担行為」による。 

 

  令和７年（２０２５年）５月１６日提出 

 

 

                                      宝塚市長 森 臨太郎 
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